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※「他覚所見のないもの」とは、例えば、視診、触診や画像診断などにより、医師が症状を裏付けることができないものをいいます。
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具体事例は次ページを
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※「他覚所見のないもの」とは、例えば、視診、触診や画像診断などにより、医師が症状を裏付けることができないものをいいます。
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具体事例は次ページを
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具体事例は次ページを
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具体事例は次ページを

ご参照ください。

（約款所定の除外手術（Page18）を除く）であること
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（約款所定の除外手術（Page18）を除く）であること
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具体事例は次ページを

ご参照ください。

（約款所定の除外手術（Page18）を除く）であること
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（約款所定の除外手術（Page18）を除く）であること
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詳しくは、Page17をご参照ください。

詳しくは、Page18をご参照ください。

手 術
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詳しくは、Page18をご参照ください。
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詳しくは、Page18をご参照ください。
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具体事例は次ページを
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支払事由に該当した場合でも、以下に挙げる項目等に該当する場合は、お支払いできません。
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基本型

これらのページでは
基本型を選択いただい
た場合の事例を解説し
ております。
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特定疾病倍額型

このページでは特定疾
病倍額型を選択いただ
いた場合の事例を解説
しております。

がん（特定疾病）を発症
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次ページをご参照ください。
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「保険金額等を減額する場合の最低金額一覧」
（https://www.nissay.co.jp/keiyaku/tetsuzuki/ichi
ran/gengaku/pdf/gengaku.pdf）をご参照ください。

https://www.nissay.co.jp/keiyaku/tetsuzuki/ichiran/gengaku/pdf/gengaku.pdf
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※上記下線部の手術については、「（外来）手術給付金のお支払いについてご留意いただきたい点がございます。」
（https://www.nissay.co.jp/kojin/shohin/tokuyaku/pdf/sogoiryo/santeigoryui.pdf）をご参照ください。

https://www.nissay.co.jp/kojin/shohin/tokuyaku/pdf/sogoiryo/santeigoryui.pdf
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